
文教委員会資料 

１ 陳情の審査  

 (1) 陳情第 54 号 別居・離婚後の「面会交流」という表現を「親子交流」へ名称変更

することを求める意見書の提出に関する陳情 

  資料    陳情第５４号 別居・離婚後の「面会交流」という表現を「親子交流」へ名称

変更することを求める意見書の提出に関する陳情について 

  参考資料１ 民法改正に係る新旧対照表（抜粋）（平成２４年４月１日施行） 

  参考資料２ 子どもの養育に関する合意書作成の手引きと Q＆A（抜粋） 

  参考資料３ ひとり親家庭サポートガイドブック「令和２年度版 まなざし」 

こども未来局 

（令和２年７月３１日） 
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１ 父母の離婚と面会交流等について 

  いわゆる面会交流とは、子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会っ

て話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいう。

父母が協議上の離婚をするときは、民法の規定により、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会

及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項を定める必要

がある。父又は母と子との面会及びその他の交流については、平成２３年の民法改正（平成２４年４月

施行）により条文に明示された。（参考資料１） 

２ 子どもの権利条約及び子どもの権利委員会について

（１）子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）について 

  「児童の権利に関する条約」（以下「条約」という。）は、１８歳未満のすべての人の保護と基本的人

権の尊重を促進することを目的としており、日本は、平成２年９月にこの条約に署名し、平成６年４月

に批准を行っている。

民法（明治２９年法律第８９号） 

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第７６６条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその

他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定め

る。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を

定める。

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護に

ついて相当な処分を命ずることができる。

４ 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

陳情第５４号 別居・離婚後の「面会交流」という表現を「親子交流」へ名称変更する

ことを求める意見書の提出に関する陳情について

■「児童の権利に関する条約」（抜粋） 

第９条

３ 締約国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児

童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。

※参考 上記の原文（英語） 

States Parties shall respect the right of the child who is separated from one or both 

parents to maintain personal relations and direct contact with both parents on a regular 

basis, except if it is contrary to the child's best interests. 
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（２）国連・子どもの権利委員会（児童の権利に関する委員会）について 

条約第４３条に基づき、児童の権利に関する委員会が設置されている。

日本においては、平成２９年６月に「児童の権利に関する条約 第４・５回日本政府報告」を委員会

へ報告し、平成３１年３月に委員会から「日本の第 4 回・第 5 回政府報告に関する総括所見」が示さ

れた。

■「児童の権利に関する条約」（抜粋） 

第４３条

１ この条約において負う義務の履行の達成に関する締約国による進捗の状況を審査するため、児童の

権利に関する委員会（以下「委員会」という。）を設置する。委員会は、この部に定める任務を行う。

※参考 上記の原文（英語） 

For the purpose of examining the progress made by States Parties in achieving the 

realization of the obligations undertaken in the present Convention, there shall be 

established a Committee on the Rights of the Child, which shall carry out the functions 

hereinafter provided. 

■「日本の第 4回・第 5回政府報告に関する総括所見」 

（外務省 HP より・面会交流に関する部分を抜粋） 

F－27－(b) 
児童の最善の利益である場合に、外国籍の親も含めて児童の共同養育を認めるため、離婚後の親子関

係について定めた法令を改正し、また、非同居親との人的な関係及び直接の接触を維持するための児童

の権利が定期的に行使できることを確保すること。 

※参考 上記の原文（英語） 

Revise the legislation regulating parent-child relations after divorce in order to allow 

for shared custody of children when it is in the child’s best interests,including for 

foreign parents, and ensure that the right of the child to maintain personal relations and 

direct contact with his or her non-resident parent can be exercised on a regular basis 
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民法

改正内容：平成23年6月3日法律第61号[平成24年4月1日] 

新 旧

（略） （略）

（離婚後の子の監護に関する事項の定め等） （離婚後の子の監護に関する事項の定め等）

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき

者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用

の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。

この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならな

い。

第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき

者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わ

ないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、こ

れを定める。

２ 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき

は、家庭裁判所が、同項の事項を定める。

３ 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定

めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができ

る。

２ 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監

護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずること

ができる。

４ 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変

更を生じない。

３ 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変

更を生じない。

（略） （略）

4

民法改正に係る新旧対照表（抜粋）（平成２４年４月１日施行）

参考資料１
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参考資料２
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